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第１章 計画策定にあたって

１ 計画策定の趣旨

21世紀の超高齢社会における介護問題の解決を図るため、国民の協同連帯の理念に基づき、

要介護者等を社会全体で支援する仕組みとして、介護保険制度が創設されてから17年が経ち、

介護サービスは高齢者の生活の支えとして定着、発展してきています。

一方、2025年（平成37年）にはいわゆる団塊世代すべてが75歳以上となるほか、2040年（平

成52年）にはいわゆる団塊ジュニア世代が65歳以上になるなど、我が国の高齢化は、今後さら

に進展することが見込まれています。

こうした中、高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活

を営むことができるよう、限りある社会資源を効率的かつ効果的に活用市ながら十分な介護サ

ービスの確保することに加え、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が

包括的に確保される体制「地域包括ケアシステム」を深化・推進していくことが重要です。

国では、地域包括ケアシステの深化・推進及び介護保険制度の持続可能性の確保のため、保

険者機能の強化等による自立支援・重度化防止に向けた取組の推進、医療・介護の連携の推進、

地域共生社会の実現に向けた取組の推進、現役世代並みの所得のある者の利用者負担割合の見

直し及び介護納付金における総報酬割の導入等の措置を講ずるなどの介護保険制度の見直しが

行われたところです。

本町では、平成27年３月に策定した「第６期苫前町高齢者保健福祉計画・介護保健事業計画」

において、「高齢者が生きがいを持ち尊厳を保ちながら自立した生活が続けられる地域社会の

実現」を基本理念に掲げ、高齢者がいつまでも健康で、役割や生きがいを持ち活躍できる環境

づくりを推進するとともに、支援が必要な方を地域全体で支えていく地域包括ケアシステムの

構築に取り組んできました。

今回の計画策定に当たっては、2025年に向け、第５期、第６期で取組を進めてきた地域包括

ケアシステム実現のための方向性を継承しつつ、新たな基本理念として「誰もがいきいきと暮

らし続けられる、支え合いの地域社会の実現」を掲げ、2025年までの中長期的な視野に立った

施策の展開を図るものとします。
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２ 計画の位置付けと他計画との関係

高齢者保健福祉計画は、老人福祉法第20条の８の規定に基づき、すべての市町村に策定が義

務付けられている高齢者福祉計画と保健施策が一体となった計画です。介護保険事業計画は、

介護保険法第117条の規定に基づく計画であり、高齢者福祉計画と同様に、全市町村に策定が

義務付けられています。

今回の計画も、これまでと同様に、高齢者施策を総合的に推進するため、高齢者保健福祉計

画と介護保険事業計画を一体的に策定します。

町の計画体系において、本計画は、「第５次苫前町総合振興計画（基本構想：平成28～37年

度、前期基本計画：平成28～32年度）」を上位計画としています。また、地域福祉の推進を具

体化するための社会福祉法第107条に基づく地域福祉計画は、本町の保健・医療・福祉の各施

策を包括する「苫前町地域保健医療福祉計画（仮称）」として策定される予定です。

さらに、連携を図るべき計画として、苫前町社会福祉協議会が策定予定の「苫前町地域福祉

実践計画（仮称）」があります。
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３ 計画の期間

「第７期苫前町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」は、平成30年度を初年度とする平

成32年度までの３年間を計画期間としています。

27年度～29年度 30年度～32年度 33年度～35年度 36年度～38年度 39年度～

(2020) (2025)

第６期計画 第10期～第７期計画 第９期計画第８期計画

第５次総合振興計画（平成28～37年度）
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４ 検討の経過及び進行管理の体制

（１）検討の経過

この計画は、学識経験者や福祉関係団体、被保険者である町民代表者などからなる「苫前

町介護保険運営協議会」における意見を踏まえながら策定します。

また、町では、町内に居住するすべての高齢者（介護施設等の入居者を除きます。）を対

象に「日常生活圏域ニーズ調査（平成28年度）」を実施しており、これらを計画策定に当た

っての基礎資料としています。

計画策定までの経過

年 月 日 実施事項等 内 容 等

平成30年２月13日 町議会総務産業常任委員会 第７期苫前町高齢者保健福祉計画・介

護保険事業計画（素案）について

平成30年３月２日 介護保険運営協議会 第７期苫前町高齢者保健福祉計画・介

護保険事業計画（案）について

（２）進行管理の体制

計画は、事業を実施していく中で評価・検証し、見直していくことが重要となることから、

前述の介護保険運営協議会において、計画全体の進行管理を行います。

また、地域包括支援センターについても、介護保険運営協議会において、各事業の円滑な

実施やその中立性・公平性の確保の観点から運営の評価を行います。

さらに、苫前町まちづくり基本条例に基づく開かれた行政や制度の運営を目指し、計画に

対する事業の進捗状況や効果などについて、町民や事業者等に情報を公開していきます。
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第２章 高齢者の状況

１ 人口及び世帯

（１）高齢化の進展

本町における平成28年10月１日現在の高齢者人口は1,319人で、高齢化率は40.6％です。

平成19年10月１日現在の1,388人、高齢化率35.4％と比較すると、高齢者人口は5.0％の減少、

高齢化率は5.2ポイントの増加となっています。

今後も、全体の人口減少が見込まれる中で高齢化率は緩やかに上昇しますが、65歳以上の

高齢者人口は徐々に減少していきます。平成28年から32年の間では、65歳以上の高齢者人口

は47人、3.6％の減少、また、高齢化率は1.3ポイントの増加になると推計しています。

しかしながら、医療・介護ニーズが一段と高まる85歳以上の高齢者の人数に限っては、平

成28年から32年の間に42人、15.5％と増加傾向が続くことが見込まれます。

人口推移及び推計

（注）各年10月１日現在

（注）平成19～28年は実績値、平成29年以降は推計値（コーホート要因法による）

（注）高齢化率＝65歳以上人口÷総人口

192 193 196 206 218 229 254 266 262 271 281 295 306 313 323
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２ 要介護・要支援認定者

（１）要介護・要支援認定者のこれまでの推移

要介護・要支援認定者数は、平成24年度まで多少の増減はしつつも、要介護認定率に置き

換えると17％前後での推移となり、大きな変動はありませんでしたが、平成25年度に大きく

増加し、その後高水準が続いています。

また、第２号被保険者における要支援・要介護認定者数は、ごく少数で、ほぼ横ばいで推

移しています。

年齢別で見た場合、75歳以上の高齢者がおよそ９割を占めており、さらに、全体の半数以

上が85歳以上の高齢者となっています。

要支援・要介護状態区分別認定者数の推移

（注）各年９月末日現在の実績値

（注）要介護認定率＝第１号及び第２号被保険者の要支援・要介護認定者の合計÷第１号被保険者

（第１号被保険者は65歳以上、第２号被保険者は40歳から64歳までの医療保険加入者）

（注）平成18年介護保険法の改正により、要介護度は、要支援から要介護５までの６区分から、要支援１

から要介護５までの７区分に変更

（注）経過的要介護とは、平成18年３月末現在に要支援の認定を受けていた人で、その要支援の有効期限

が切れるまでの区分
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年齢別要支援・要介護認定者数の推移

（注）認定者数は、各年度９月末日現在の実績値

（２）今後の要介護・要支援認定者の推計

第７期介護保険事業計画の策定においては、これまでの要介護認定率の推移と性別・年齢

階級別の推計人口から、今後の要介護・要支援認定者数を推計しています。
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３ 日常生活圏域の状況

「地域包括ケア」の実現のために、必要なサービスを身近な地域で受けられる体制の整備を

進める単位を「日常生活圏域」といいます。「日常生活圏域」については、地域密着型サービ

スを可能な限り均一に提供できるよう、地理的条件、人口、交通事情、介護施設の整備状況等

の条件を総合的に勘案し、設定することとされており、中学校区や概ね30分以内で活動できる

範囲が想定されています。

平成30年度からの本計画においては、本町における諸条件を総合的に勘案した結果、町全域

での一体的な取組を基本として推進するため、引き続き、町全域を単一の「日常生活圏域」と

して設定します。
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第３章 第６期計画の取組と課題

第７期計画を策定するに当たり、第６期計画の実績及び現状を踏まえ、次のように課題を整

理しました。

１ 健康づくり・介護予防の推進

（１）多様な健康づくりの推進

《取組》

○ 健康相談の例月実施のほか、老人クラブでの健康講話や骨々ヘルシー教室などの健康教

室を開催している。

○ 特定健康診査及び後期高齢者健康診査の受診率向上のため、健診料金の無料化、個別健

診の実施や送迎車両の運行を実施している。

○ がん検診の受診率向上のため、特定健康診査との同時実施の機会を継続して設けている。

《課題》

○ データヘルス計画の策定に向け、医療保険担当との連携を促進することが必要である。

○ 高齢者自身が身近な場所で健康づくりに取り組めるよう、人や地域に対する意図的なア

プローチが必要である。

○ 特定健康診査等の受診率向上は継続的な課題であり、随時必要な見直しを行い、受診環

境の整備に取り組む必要がある。

（２）介護予防の総合的な推進

《取組》

○ 平成27年４月から介護予防・日常生活支援総合事業を実施し、従前の介護予防に相当す

るサービスに加え、緩和基準による訪問型サービス及び通所型サービス等に取り組んでい

る。

○ 従前の通所型介護予防事業である「元気いきいき教室」を平成27年度から通所型サービ

スＣ（短期集中型）として年２回のプログラムで実施し、要支援者及び事業対象者（基本

チェックリスト該当者）への支援に取り組むとともに、教室修了者に対して「寿いきいき

教室」への参加や地域での運動の継続を促し、介護予防活動の継続を支援している。

元気いきいき教室 年度 H27 H28 H29

プログラム開催回数（回） 2 2 2

参加者数（人） 10 13 11

○ 介護予防普及啓発事業として「寿いきいき教室」（直営実施）及び「ふれあい倶楽部」

（苫前町社会福祉協議会委託）をそれぞれ隔月・別会場で開催し、定期的な通いの場での

介護予防活動に取り組んでいる。

事 業 年度 H27 H28 H29 ※H29は12月末ま

寿いきいき教室 開催回数（回） 6 6 4 での実績

延べ参加者数（人） 337 321 233

１回当たり平均参加者数（人） 56.2 53.5 58.3

ふれあい倶楽部 開催回数（回） 6 6 5

延べ参加者数（人） 246 251 199

１回当たり平均参加者数（人） 41.0 41.8 39.8
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○ 「いきいきサポーター活動事業」を実施し、介護予防活動及びボランティア活動への参

加を奨励、促進している。

暦年 H27 H28 H29 ※ポイント集計は暦年で行っ

ポイント発生者数（人） 138 133 147 ている。

ポイント総数 1,546 1,693 1,735

１人当たりポイント数 11.2 12.7 11.8

転換品受領者数（人） 58 68

転換品贈呈総額（千円） 91 100

１人当たり転換品受領額（千円） 1.6 1.5

○ 平成28年度に、住民主体の通いの場等で運動に取り組みやすくなるよう、「元気いきい

き体操【基礎編】」のＤＶＤを自主製作し、配布できるようにした。

○ 平成28年９月末から、旭地区において、老人クラブが中心となって通いの場を開催する

こととなり、その立ち上げを支援した。

《課題》

○ 「寿いきいき教室」「ふれあい倶楽部」の参加者増に対応し、スムーズな運営を実現す

るためにも、住民ボランティア等による運営協力体制づくりを進める必要がある。

○ 「いきいきサポーター活動事業」におけるボランティア活動の実績が無い状況が続いて

いるが、生きがいデイサービスに通うボランティアに働きかける等により環境を整備する

必要がある。

○ 住民主体の通いの場の活動が１か所で始まっており、今後も住民の自主性を尊重しつつ、

同様の取組を支援、推進する必要がある。

（３）生きがいづくりの推進

《取組》

○ 苫前町老人クラブ連合会及び各老人クラブに対して運営補助金を交付し、その活動を支

援している。

年度 H27 H28 H29

単位クラブ数 15 15 15

総会員数（人） 409 386 358

○ 苫前町生きがいデイサービスセンターについて、社会福祉法人苫前幸寿会の指定管理に

より運営しており、平成27年４月からは、通所型サービスＡ（緩和基準によるサービス）

を提供している。

○ 苫前町高齢者事業団に対して運営補助金を交付し、その活動を支援している。

《課題》

○ 地域によって老人クラブの活動に大きく差が出ており、高齢者の活動の基盤として、そ

の活動を支援する必要がある。

○ 苫前町生きがいデイサービスセンターの活用について、地域における介護予防活動の拠

点として、また、高齢者の社会参加や生きがいづくりの場となるよう検討する必要がある。

○ 高齢者の就労・起業等の支援となるよう、苫前町高齢者事業団との連携を推進するほか、

住民主体による生活支援サービスについて検討を進める必要がある。

○ 中高年の社会参加や地域活動に役立つ情報の提供や啓発を行う取組がほとんど実施され

ていないが、苫前町社会福祉協議会内の苫前町ボランティアセンターと連携し、今後の取

組を検討する必要がある。
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２ 地域生活を支える介護・福祉サービスの充実

（１）相談・支援体制の強化

《取組》

○ 苫前町地域包括支援センターに新たに社会福祉士を配置し、人員体制の整備を図るべく

取り組んでいるほか、積極的に研修機会を設けて資質向上に努めている。

○ 健康相談や介護予防事業の実施により高齢者と面談、面接する機会を確保し、早期の介

入や情報把握が可能な体制の整備を進めている。

○ 「介護者家族の集い」を実施し、介護者同士の学び合いや支え合いを支援している。

《課題》

○ 地域包括ケア体制の推進のため、苫前町地域包括支援センターの相談・支援機能の充実

と体制整備にさらに取り組む必要がある。

○ 介護者同士のネットワークづくりを支援するため、介護者サロンや認知症カフェなど気

軽に介護者同士が交流できる場を提供するなど、取組を検討する必要がある。

（２）在宅生活の支援

《取組》

○ 平成28年度からＪＡＧＥＳ（日本老年学的評価研究）プロジェクトに参加し、高齢者の

実態把握に基づき、「見える化」システムを活用した効果的な介護予防事業等の検討、実

施に取り組んでいる。

○ 要介護３以上の要介護者を在宅で介護する町民税非課税の者に対して「家族介護用品購

入助成事業」を実施し、経済的負担の軽減を図っている。

○ 要介護４又は５の要介護者を在宅で介護する者に対して「家族介護手当支給事業」を実

施し、精神的及び経済的負担の軽減を図っている。

○ 生きがい活動支援事業を実施する社会福祉法人に対して補助金を交付しており、平成27

年４月からは総合事業との整合性を図り、生活支援サービスとしての見守りサービス事業

に町独自に支援するなど高齢者の在宅生活の充実を図っている。

《課題》

○ 見守り体制の整備やボランティア、民生委員との連携、ネットワークづくりをさらに推

進し、高齢者からの相談等が適切に集約される地域包括ケア体制を整備する必要がある。

○ 生きがい活動支援事業について、新しい介護予防・日常生活支援総合事業への対応を踏

まえ、住民ボランティアの活用など地域包括ケアの体制づくりに資するよう事業主体のあ

り方を検討する必要がある。

（３）認知症施策の総合的な推進

《取組》

○ 地域包括支援センター職員を認知症地域支援推進員として配置し、地域における認知症

高齢者の支援に取り組むとともに、留萌中部３町村の連携の下、認知症初期集中支援チー

ムを設置するべく検討を進めている。

○ ケアマネジャーと町内の医療機関との連携が図られるよう、多職種が参加する研修会の

開催や地域包括支援センターによる助言や支援を行っている。

○ 「認知症サポーター養成講座」を開催し、認知症高齢者とその家族を支援する地域人材

を育成している。

年度 H27 H28 H29 ※H29は12月末までの実績

開催回数（回） 4 0 2

養成人数（人） 45 0 22
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《課題》

○ 医療と介護の連携は個別のケースにおける対応に終始しており、地域における連携体制

の構築には至っていないことから、引き続き連携体制づくりを推進する必要がある。

○ 認知症サポーターについて、養成後の活動の場づくりなど、地域における認知症支援の

体制づくりのため検討する必要がある。

（４）在宅生活を支えるサービス基盤の整備

《取組》

○ ショートステイサービスの整備に取り組み、平成27年12月に３床増床している。

《課題》

○ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護や小規模多機能型居宅介護等の地域密着型サービス

について、高齢者のニーズに合わせて、引き続き検討する必要がある。

（５）安心できる住まいの確保

《取組》

○ 「高齢者世帯住み替え支援費支給事業」の実施により、高齢者の居住環境の改善を図っ

ている。

○ 介護保険制度の住宅改修費の支給に関して、「受領委任払い制度」を導入して利便性の

向上を図っている。

○ 居宅介護サービスを利用していない要介護者等に係る住宅改修理由書の作成が円滑に行

われるよう、「住宅改修理由書作成経費助成事業」を実施している。

○ 「苫前町公営住宅等長寿命化計画」に基づき、公営住宅の計画的な建て替え等が進めら

れている。

《課題》

○ 高齢者のみの世帯が増加傾向にあることから、在宅生活の継続を支援する観点からの高

齢者の住まいのあり方について検討する必要がある。
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３ 福祉と医療の連携の強化

（１）福祉と医療の連携の推進

《取組》

○ 地域包括支援センターにおいて、医療機関等との連携により、在宅生活の継続や在宅復

帰の支援に取り組んでいる。

○ 平成27、28年度に、介護職員向けの医療との連携に関する研修会を年２回ずつ実施した。

《課題》

○ 福祉、医療及び介護に関わる専門職のネットワークづくりのため、引き続き研修等のあ

りかたを検討する必要がある。

（２）福祉と医療の連携推進のための環境整備

《取組》

○ 入退院時の医療と介護の情報連携について、協議の場を設け、検討を進めている。

《課題》

○ 情報連携のための統一された様式の作成など、関係機関が取り組みやすい方法について、

引き続き検討する必要がある。
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４ 地域における支え合いの推進

（１）支え合いの体制づくりの推進

《取組》

○ 「緊急通報システム設置事業」を実施し、日常生活を営む上で常時注意を要する方が安

心して在宅生活を継続できるように支援している。

年度 H27 H28 H29 ※H29は12月末までの実績

年度末時点設置数（台） 79 120 120

《課題》

○ 「苫前町あんしん生活支援ネットワーク」の機能が十分に発揮されるよう、定期的な会

合における情報交換等を実施するなど機能強化を図る必要がある。

○ 緊急通報システムの機器構成について、ＧＰＳの活用など認知症高齢者への対応につい

て検討を進める必要がある。

（２）高齢者見守り施策の推進

《取組》

○ 苫前町社会福祉協議会の活動支援のため、運営補助金を交付している。

《課題》

○ 住民ボランティアによるゴミ出し等の軽易な生活支援サービスの事業化について、苫前

町社会福祉協議会等と連携し、検討する必要がある。

○ 改正災害対策基本法に即し、関係機関との連携の下「避難行動要支援者名簿」の運用体

制の構築に取り組む必要がある。

（３）成年後見・虐待防止の推進

《取組》

○ 「成年後見制度利用支援事業」を実施し、高齢者及び障害者の権利擁護の体制づくりに

取り組んでいる。

年度 H27 H28 H29 ※H29は12月末までの実績

支給件数（件） 0 0 0

総支給額（千円） 0 0 0

○ 苫前町社会福祉協議会による「日常生活自立支援事業」に関し、必要な支援が提供され

るよう、地域包括支援センター等との連携に取り組んでいる。

《課題》

○ 成年後見制度に代表される高齢者の権利擁護についての住民意識が十分ではないことか

ら、さらに普及啓発に取り組む必要がある。

○ 虐待事案の発生時、迅速に対応できるよう「虐待対応マニュアル」を整備する必要があ

る。



- 15 -

５ 介護保険制度の円滑な運営とサービスの質の向上

（１）介護保険制度の円滑運営のための仕組み

《取組》

○ 認定調査員の研修機会を確保し、認定調査の適正な実施に努めている。

○ 介護サービス事業所に対する実地指導の場において、ケアマネジメント、ケアプランの

点検を実施し、介護給付費の適正化に努めている。

○ 平成28年度から、介護給付費通知の送付を実施している。

○ 平成27年度に第６期の保険料額等を記載したパンフレットを作成し、被保険者全世帯に

配布した。

○ 「高額介護サービス費等資金貸付事業」を実施し、介護保険サービスの利用機会の適切

な確保に努めている。

《課題》

○ 国保連提供情報及び医療情報との突合データを活用した点検について、実施できていな

い項目があることから、確実な実施体制の構築を図る必要がある。

（２）サービスの質の向上

《取組》

○ 町内に所在する介護保険サービス事業所に対し、外部講師を継続的に派遣し、一貫した

施設内研修を実施している。

○ 町の指導対象サービス事業所に対し、現況報告書を年１回提出させるとともに、指導監

査方針及び実施計画に基づき、計画的に実地指導を行っている。

○ パンフレットの全戸配布のほか、町広報誌への定期的な掲載や町ホームページにおける

記述の充実など、町民へのわかりやすい情報提供に努めている。

《課題》

○ 指導及び監査担当職員の異動等による支障が生じないよう、指導及び監査体制の維持、

強化に努める必要がある。

（３）福祉・介護人材の確保及び育成

《取組》

○ 町内で就労する人材を確保するため、修学資金貸与の制度を設けている。

○ 介護事業者に対して人件費及び研修費用の助成を行い、介護人材の確保及び育成に取り

組んでいる。

《課題》

○ 人材確保に支障を来している事業所と連携し、その確保及び育成に引き続き取り組む必

要がある。
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第４章 計画の基本的考え方

１ 基本理念

本町では、高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の策定当初から、「介護予防」、「適切

な介護・保健・福祉・医療サービスの提供」、「自立した日常生活の支援」をキーワードに基

本理念を掲げてきました。

2025年（平成37年）を目前に控え、限られた地域資源、社会資源を尊重し、認め合える地域

の絆を守り、支えるとともに、高齢者一人一人が豊富な経験や知識、技術を地域社会に活かす

ことができる環境づくり、互いに支え合い、助け合うことができる地域づくりを推進していく

必要があります。

また、介護や医療など何らかの支援を必要とする高齢者が、可能な限り住み慣れた地域で個

人の尊厳やその人らしい生き方が尊重され、自立して安心して生活していくことができるよう、

町民、事業者等と連携・協働して、高齢者の地域生活を支える「地域包括ケアシステム」の深

化を目指し、着実に計画を推進していく必要があります。

第６期計画では、苫前町総合振興計画（基本構想）に掲げられた「一人ひとりが生き生きと

輝く元気なまち」という町の将来像を念頭に、「自分らしく安心して暮らし続けられる、支え

合いの地域社会の実現」を基本理念に掲げました。

本計画においては、引き続き「地域包括ケアシステム」の考え方を踏まえるとともに、本町

の介護予防事業の名称でもあり、普遍的な理想像として明快な「いきいき」の言葉を加え、「誰

もがいきいきと暮らし続けられる、支え合いの地域社会の実現」を基本理念として掲げます。
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２ 基本目標

第７期計画では、高齢者がいつまでも健康で、役割や生きがいを持ち活躍できる環境づくり

を推進するとともに、支援が必要な方を地域全体で支えていく地域包括ケアシステムの深化・

推進に取り組み、基本理念の実現を図るため、次の４つの基本目標を掲げます。

《介護予防・健康づくりの推進》

高齢者が住み慣れた地域で、生涯にわたり健康でいきいきと暮らしていくことができるよ

う、介護予防や健康の保持増進に取り組むことができる環境づくりを推進するとともに、生

きがいや社会参加につながる主体的な活動が充実した地域づくりを目指します。

また、生活習慣病への住民意識を高めるとともに、特定健康診査・特定保健指導、多様な

健康づくり施策等を実施し、地域団体や企業等と連携して望ましい生活習慣への地域ぐるみ

での転換を図ります。

《地域生活を支えるサービスの充実と連携の強化》

高齢者が住み慣れた地域で自分らしく安心していきいきと暮らし続けられるよう、地域包

括支援センターの相談・支援機能を強化するとともに、支援を必要とする方の実情に即した

様々な介護・福祉サービスを提供して、在宅生活の継続を支援していきます。

また、地域生活の基盤となる居住の場について、高齢者のニーズや状況に即した多様な住

まいの確保を推進します。

福祉と医療の情報の共有化、連携に対応できる人材の育成等を推進し福祉と医療の連携強

化に取り組むとともに、多職種連携の強化を進め、利用者の状況に応じたケアを一体的に提

供することができる体制の構築を目指します。

《地域づくりの推進と地域共生社会の実現に向けて》

多様な主体による地域の支え合い活動を促進するとともに、権利擁護や見守り等の施策を

推進し、住民や事業者等と協働したネットワークづくりや福祉のまちづくりを推進していき

ます。

また、認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域の中で暮らし続けられる

地域づくりを目指します。

さらに、新たな地域人材の掘り起こしを図り、元気な高齢者をはじめとした地域住民が主

体的に地域活動に参加し、支援が必要な方を支えていくことができる環境づくりや地域づく

りを推進します。

《介護保険制度の円滑な運営とサービスの質の向上》

介護が必要になっても地域で安心して暮らすことができるよう、介護保険サービスの量と

質の確保に努めるとともに、介護保険事業を円滑に運営するため、介護給付の適正化、低所

得者への支援及び事業者への適正な指導監督等を実施します。

また、介護・福祉サービスを安心して利用できるよう、事業者への適切な支援・助言を行

い、サービスの質の向上に向けた取組を支援するとともに、住民にとってわかりやすい情報

を提供するよう努めます。

さらに、サービス提供の基盤となる福祉・介護人材の確保・育成のための施策を充実しま

す。
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３ 施策の体系

基本理念及び基本目標を実現するため、４つの基本目標ごとに施策を分類することとし、こ

れを施策体系における大分類とします。

１ 介護予防・健康づくりの推進

２ 地域生活を支えるサービスの充実と連携の強化

３ 地域づくりの推進と地域共生社会の実現に向けて

４ 介護保険制度の円滑な運営とサービスの質の向上

施策の大分類ごとに、いくつかの中分類を設け、主要な施策や事業を整理します。

施策の体系図
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第５章 施策の展開

１ 介護予防・健康づくりの推進

（１）介護予防の総合的な推進

① 介護予防の普及啓発

広く高齢者を対象として地域包括支援センター主催の「寿いきいき教室」及び苫前町社

会福祉協議会主催（委託）の「ふれあい倶楽部」を開催し、介護予防の普及啓発に取り組

みます。

また、住民の自主的な介護予防活動を支援する施策の充実を図り、身近な場所で継続し

て介護予防に取り組めるような地域づくりを推進します。

② 介護支援ボランティア・ポイント事業

高齢者が社会参加、地域貢献を行うきっかけになるとともに、自らの健康増進や介護予

防にも役立つ事業として「いきいきサポーター活動事業」を実施します。

介護施設等でのボランティア活動を通じて自身の介護予防に取り組んだ高齢者を対象

に、活動に応じてポイントを付与し、年間最大6,000円分の物品を贈呈します。

③ 町民の自主活動支援

老人クラブ等の活動場所に出かけて介護予防講座等を開催するとともに、体操等の自主

グループの立ち上げを促進するなど、町民の自主活動を支援します。

また、老人クラブや自主グループの活動を積極的に紹介し、活動の活性化を図ります。

（２）生きがいづくりの推進

① 高齢者の多様な活動の支援

高齢者の生きがい推進事業である各種の講座や教室について、多様化する高齢者ニーズ

を踏まえた内容の検討など、より時代に即した活動の支援となるよう実施します。

また、高齢者相互の親睦や交流を図るため、老人クラブ活動やサロン活動など多様な活

動を支援していきます。

② 高齢者の多様な交流の場の支援

各地区の会館等を活用した様々な地域活動団体による「サロン活動」について、高齢者

のほか障害者や児童等の幅広い地域住民が参加し、世代間交流が図られるよう、活動の活

性化を図ります。

また、認知症高齢者グループホームなどの介護サービス事業所や施設においても、地域

住民との交流の場、機会づくりが行われるよう支援します。

苫前町生きがいデイサービスセンターについては、新しい介護予防・日常生活支援総合

事業への移行を踏まえ、提供サービスの見直しなどにより、施設機能の充実、強化を進め

ていきます。

③ 高齢者の就労・起業等の支援

高齢者の多様な希望に応じた就業を支援するとともに、就業機会の創出を図ります。

また、苫前町高齢者事業団の会員の増員や就業を通じた生きがいづくりを支援するとと

もに、多様な特技や技能、意欲のある高齢者の就業への参加や地域社会に貢献するボラン

ティア活動を促進します。

（３）在宅生活の支援

① 高齢者の実態把握
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地域包括支援センター職員、民生委員や「見守り協力員」による高齢者宅への訪問活動

等により高齢者の生活状態等を把握し、介護状態や孤立化等の予防や早期発見、早期対応

を進めていくとともに、民生委員、町内会その他の地域住民との連携を進めて介護予防等

の普及啓発を推進します。

また、日常生活圏域ニーズ調査の実施により、高齢者の生活上の課題等を把握して各種

支援や介護予防へつなげるとともに、日常生活圏域の地域診断や圏域の実情に即した事業

目標の設定をするなどして地域の課題解決に努めます。

さらに、第７期の計画策定に向けて、介護、医療、人口、公的統計情報等をデータベー

ス化した地域包括ケア「見える化」システムの活用等について検討を進めます。

② 在宅サービス・生活支援の実施

支援を必要とする高齢者を対象に多様な在宅サービスを提供し、高齢者の在宅生活の継

続を支援します。

ひとり暮らしで食事の準備が困難な高齢者等に対し、バランスのよい栄養摂取や健康管

理を支援する配食サービスの実施について、介護保険制度改正に伴う地域支援事業の見直

しに即して検討を進めます。

寝たきりの高齢者の在宅生活や介護負担及び経済負担の軽減を支援するため、介護用品

の購入費用を月額6,480円分助成します。事業実施にあたっては、対象となる介護用品の

見直しなど、利用者の利便性が高まるよう事業の改善に努めます。

地域との交流が少なく閉じこもりがちな高齢者に対して、会食等の機会の提供や参加を

促し、地域とのつながりが持てるよう、苫前町社会福祉協議会等と連携して支援します。

高齢者等の在宅生活の継続、充実のため、苫前町社会福祉協議会と連携して福祉有償運

送事業、除雪・排雪サービス事業、お元気声かけ運動等の生きがい活動支援事業によるサ

ービスを提供し支援します。事業の内容については、地域支援事業の見直しへの対応のほ

か、高齢者の生活課題に即した事業展開が適切に行われるよう、関連する施策等のあり方

も含めて継続的に検討を進めます。

③ 家族介護者、要介護者世帯への支援

家族介護者が孤立しないよう、地域包括支援センターと連携し、介護者家族の集いや介

護サービス等に関する情報を発信するとともに、介護者同士の学び合いや支え合いが広が

り、町民が自主的に介護者サロンを実施したり、介護者家族の会として活動したりできる

よう支援していきます。

また、要介護４又は５の高齢者の介護を在宅で行っている家族等の身体的、精神的及び

経済的負担を軽減するため、年額６万円の家族介護手当を支給します。

さらに、住民向けの講座等を開催し、介護や子育て等により様々な生き方・働き方をし

ている人を支援するとともに、育児・介護休業等が男女ともに取りやすい環境になるよう、

ワーク・ライフ・バランスの考え方を啓発していきます。
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２ 地域生活を支えるサービスの充実と連携の強化

（１）相談・支援体制の強化

① 地域包括支援センターの相談・支援機能の充実と体制整備

高齢者の総合相談窓口である地域包括支援センターについて、相談支援の対象を高齢者

だけでなく障害者や子育て家庭、生活困窮者等へも広げ、行政関係所管や地域関係機関そ

の他地域資源等と連携しながら、高齢者やその家族等を取り巻く様々な相談や潜在的ニー

ズ、地域の課題等に対して適切に支援を行うとともに、必要な行政所管や専門機関へつな

げて解決を図っていく体制を整えます。

地域包括支援センター職員の相談・支援能力を向上させるため、福祉や医療などの専門

知識や相談面接技術、ソーシャルワークの手法等の研修機会を設けるとともに、福祉、医

療、介護等の地域資源を適切に活用できるように、介護サービス事業者、医療機関、民生

委員、ボランティアその他の地域の関係者等との連携づくりを促進します。

また、地域ケア会議を開催し、高齢者の個別ケース検討を通じてケアマネジメントの質

の向上を図るとともに、地域の課題を把握し、関係機関や関係者、活動団体等と協働して

課題解決に取り組む地域づくりを推進します。

地域ケア会議では、把握した課題を政策形成に結び付け、支援の充実や新たな施策を創

出していくため、そのあり方についても検討を進めます。

② その他の相談機能の充実

苫前町社会福祉協議会による一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯等へのボランティア

による訪問援助などに対して、必要な支援をしていきます。

また、緊急通報システム事業により設置している緊急通報端末の相談機能の活用を利用

者に周知していきます。

さらに、若年性認知症や高次脳機能障害、統合失調症、うつ病等の疾病や傷害に対して

適切な相談・支援を実施できるように、医療・介護・福祉の各関係機関の連携を強化し、

身近な在宅医療相談の充実を図ります。

（２）在宅生活を支えるサービス基盤の整備

① 地域密着型サービスの基盤整備

介護を必要とする高齢者ができる限り住み慣れた地域で生活を継続できるよう、地域密

着型サービスの整備を促進し、多様で柔軟な介護サービス拠点の充実を図ります。

高齢者のニーズに合わせて、多様で柔軟なサービスを提供する定期巡回・随時対応型訪

問介護看護や小規模多機能型居宅介護等のサービスについては、高齢者の生活リズムを整

え退院直後の適切なケアが行われるとともに、家族の負担軽減に効果的であるため、その

整備を図ります。

地域密着型サービスの整備にあたっては、国の交付金や北海道の補助金等を活用すると

ともに、用地活用の情報提供などにより、整備を促進します。また、事業者公募により、

より良質なサービスを提供する事業者の誘導を図ります。

（３）福祉と医療の連携の推進

① 福祉と医療の連携の推進

福祉と医療の連携を推進するため、連携の方法や取組等について、地域包括ケア会議等

で検討、協議を行います。

また、医療関係者と介護関係者の顔の見える関係づくりを推進するため、医師、歯科医

師、薬剤師、病院ソーシャルワーカー、ケアマネジャー等の多職種が参加する在宅療養支

援のための連絡会を開催します。

② 在宅療養の支援
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地域包括支援センターにおいて、医療や介護が必要な高齢者の家族等からの回復期のリ

ハビリテーション病院への転院、本人の状況に対応できる訪問診療や医療的ケアが可能な

ショートステイ、認知症の型への訪問支援等に関する問合せに対して、関係機関等と連携

して対応し、在宅生活の継続や在宅復帰を支援します。

地域包括支援センターでは、医療機関や医療制度等に関する情報収集や医療相談の事例

集等の活用によりケアマネジャーの相談業務を支援するとともに、医療機関や介護事業者

等のネットワークづくりを促進します。

③ 福祉と医療の連携を推進するツールやルールの普及

医師、病院ソーシャルワーカー、ケアマネジャー等の関係者が連携するための共通のシ

ートやルールを作成し、その活用を促進することにより、かかりつけ医、病院、ケアマネ

ジャー等による情報共有を推進します。

また、医療機関ごとに、ケアマネジャーからの照会に応じられる相談方法（面談・電話

・ファックス・メール）や対応できる曜日・時間等をまとめ、ケアマネジャーに配布する

ことを検討します。

（４）地域ケア会議の充実と推進

（５）安心できる住まいの確保

① 特別養護老人ホーム

在宅生活が困難な高齢者の生活の場及び在宅復帰支援の場の確保策として、特別養護老

人ホームを運営する社会福祉法人等に対して適切な支援を行います。

また、特別養護老人ホームは、ショートステイサービス等を併設し地域の高齢者の在宅

生活を支えるほか、災害時の二次避難所となるなど地域支援の拠点としての機能も有して

おり、地域包括ケアシステムの構築を進める観点から、こうした特別養護老人ホームの有

する資源やノウハウを地域の中に活かしていくこととします。

② 介護付き住まいの整備誘導

軽度な要介護者を含め自立した生活を送ることが不安な高齢者が住み慣れた地域で安心

して暮らし続けられるよう、国の交付金や北海道の補助金等も活用し、サービス付き高齢

者向け住宅や軽費老人ホームの整備を誘導・検討します。

なお、認知症高齢者グループホーム及び有料老人ホーム等については、新たな整備を計

画しないこととします。

③ 公営住宅の供給

既存住宅の建て替えを計画的に行い、バリアフリー対応の良質な住宅の供給と快適な生

活環境の提供を図ります。

④ 高齢者世帯住み替え支援助成の実施

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、高齢者世帯の賃貸住宅、公

営住宅及び介護保険施設等への住み替え費用に対し、10万円を限度に高齢者世帯住み替え

支援費として支給します。

⑤ ユニバーサルデザインの推進

計画的な公共施設の整備や民間施設への指導・誘導などを通じて、だれもが使いやすい

スペースの確保や手すりなどの設備の充実等により、身近な公共的施設や住宅の構造、設

備等、生活環境の整備を進めます。また、段差解消や公共デザインの工夫等による施設や

町のバリアフリー化を進めます。
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３ 地域づくりの推進と地域共生社会の実現に向けて

（１）支え合いの体制づくりの推進

① 地域支え合い活動の支援

主に社会福祉協議会と老人クラブが中心となって実施されているサロン活動に対し、活

動場所の確保や整備などの支援を行います。

さらに、地域の支え合い活動を実施するボランティア等の団体が身近な地域で活動を行

うための場について、民間施設の活用や自宅を利用した確保、整備を支援します。

また、独り暮らしの高齢者等の地域交流に資する会食サービス等を主体的に実施する地

域のボランティアに対し、その運営を支援します。

② 地域人材の発掘・育成

苫前町社会福祉協議会において、元気な高齢者をはじめ幅広い世代の地域活動への参加

意欲を掘り起こしてニーズのマッチングを図り、地域活動に参加しやすい環境づくりを進

めるとともに、人材バンク等の仕組みにより新たな地域人材の発掘・育成を推進します。

また、地域支え合い活動やふれあいサービスを支援することにより住民活動の担い手を

育成するとともに、見守り協力員や認知症サポーター等の活動支援を通じて、地域人材を

養成・育成し住民活動を促進する苫前町社会福祉協議会の運営を支援します。

さらに、住民がボランティア活動へ参加する機会の提供やボランティアの育成に取り組

む苫前町ボランティアセンターの運営を支援します。

③ 地域の福祉資源開発とネットワークづくりの推進

地域支え合い推進員（生活支援コーディネーター）を配置し、関係機関等と連携して地

域の福祉的課題を把握するとともに、住民や事業者等と協働し、集いの場や地域課題に即

した住民主体のサービスの創出を図ります。

また、「苫前町あんしん生活支援ネットワーク」を活用し、地域の民生委員・児童委員、

町内会、老人クラブやボランティア等による地域のネットワークづくりを推進します。

④ 災害時要援護者支援の推進

要配慮者避難支援プラン（全体計画）に基づき、災害発生時に避難等が困難な高齢者等

の災害時要援護者への支援が円滑に行われる環境を整備するとともに、「自助」「共助」「公

助」の役割分担と一層の連携により、災害時要援護者支援体制の整備を図ります。

また、重層的な安否確認体制を整備するため、介護事業者等との連携強化に向けた取組

を進めるとともに、災害発生後に学校等での避難生活が困難な災害時要援護者を受け入れ

る福祉避難所や二次的避難所を整備するとともにその運営を円滑に行うため、各避難所の

運営マニュアル等の整備を図ります。

（２）高齢者見守り施策の推進

① 苫前町あんしん生活支援ネットワークの推進

警察、消防等の関係機関のほか、町内会、民生委員、社協、老人クラブ、商工会等の地

域の活動団体が参加して運営される「苫前町あんしん生活支援ネットワーク」について、

地域住民が担い手である「見守り協力員」の増員を図り、地域に密着した見守り体制の構

築を推進します。

なお、高齢者宅への定期的な見守り訪問事業として苫前町社会福祉協議会が実施してい

る「お元気声かけ事業」については、生活支援サービスとして再編、整備し、実施体制の

強化を図ることとします。

② 民生委員による戸別訪問の実施

町やサービス事業者とのかかわりがない高齢者を対象に民生委員が訪問し、高齢者の状

況を確認するとともに民生委員とのつながりをつくり、必要に応じて地域包括支援センタ
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ー等の相談機関と連携して、見守りや支援につなげていきます。

③ 緊急通報システム事業の実施

一人暮らし高齢者等で慢性疾患があるなど、日常生活を営む上で常時注意を要する方が

緊急の事態に陥ったときに消防署に通報ができる緊急通報システムを設置するとともに、

併せて火災報知器を設置し、高齢者の不安の解消と日常生活の安全を確保します。

さらに、認知症高齢者の増加による徘徊事案の発生等に対応するため、ＧＰＳ機能の活

用など新しい緊急通報システムのあり方について検討を進めます。

④ 事業者等との連携による見守り

新聞販売店、ライフライン事業者や苫前町商工会等と連携・協力し、見守りの体制づく

りを推進するとともに、警察・消防等とも連携して安否確認や緊急対応ができるよう検討

を進めます。

（３）成年後見・虐待防止の推進

① 成年後見制度・日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業）の普及・促進

高齢者等からの成年後見制度や権利擁護に関する相談を地域包括支援センターで受け、

関係機関と定期的に相談事例などの情報交換を行いながら、成年後見制度の普及・促進を

図ります。また、後見人のあり方を含め、地域における高齢者の権利擁護の体制づくりを

「苫前町あんしん生活支援ネットワーク」において検討します。

さらに、成年後見を申し立てる親族のいない高齢者に対して成年後見市町村長申立てを

実施するとともに、「成年後見制度利用支援事業」により申立て経費や後見人報酬等の助

成を行います。

なお、成年後見制度を利用するほど判断能力が低下していない方で、介護や福祉サービ

スの手続方法がわからない、あるいは金銭管理に不安がある等の場合には、苫前町社会福

祉協議会による地域福祉権利擁護事業によって、日常生活の支援を行います。

② 高齢者虐待の防止と高齢者保護

地域包括支援センター、民生委員、介護サービス事業者、施設職員、医師、警察などを

構成員とし、「苫前町あんしん生活支援ネットワーク」の地域包括ケア部会において高齢

者虐待への対応やネットワークの充実を図ります。

また、町職員と介護従事者の迅速かつ適切な対応力の向上を図るため、虐待対応に関す

る研修の機会を設けるとともに、高齢者保護のための緊急一時保護施設の確保を図ります。

③ 消費者被害防止施策の推進

高齢者の消費者被害を未然に防止することを目的として、悪質商法の手口やその対処法

を伝える「出前講座」などを地域の高齢者が集う場に出向き実施します。

また、消費生活に関する様々な情報や相談の多い事例を町内回覧等により情報提供しま

す。

消費生活相談においては、地域包括支援センターが中心となって対応するなど、高齢者

が相談しやすい体制の整備を図ります。

さらに、民生委員等に対しての情報提供を強化するとともに、地域包括支援センター等

関係機関との連携を推進し、消費者被害の防止と被害発生時の早期救済を図ります。

（４）認知症施策の総合的な推進

① 相談・支援体制の充実

平成27年度から地域包括支援センターに認知症地域対策推進員を配置するとともに、職

員に対する認知症専門研修を充実し、認知症に関する相談体制の充実を図ります。

また、軽度の物忘れや認知症が疑われた段階での早期の相談や受診の必要性を住民に啓

発するとともに、医療を必要とする人への早期受診の動機付けや地域包括支援センターに
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よる継続的な支援との連携を推進します。

② 在宅生活サポートの推進

地域包括支援センターの相談受付や介護予防の取組などから、認知症の症状があり支援

につながっていない人を的確に把握し、早期に支援を開始できるよう相談・支援業務の質

の向上を推進します。

また、認知症に関する正しい知識や地域包括支援センターの取組などについて広く住民

や関係機関に周知・啓発し、認知症に関する早期対応・早期支援についての啓発を進めま

す。

さらに、認知症初期集中支援チームの設置に向け、チーム員の人材確保、人材育成に取

り組み、事業実施体制を確保するよう努めます。

③ 認知症の人とその家族の社会交流・社会参加の推進

認知症の家族の負担を軽減するため、認知症家族の交流会や家族向けの認知症講座など

を実施するとともに、住民主体の介護者サロンや家族介護者のネットワークづくりに取り

組み、介護者同士の支え合いを支援します。

また、若年性認知症については、居場所づくりを目的とした認知症カフェ等の立ち上げ

を支援します。

④ 認知症サポーターの養成と地域のネットワークづくり

若年層や現役世代など幅広い世代に認知症の方への理解を広めていく観点から、町内事

業所や小中学校等に認知症サポーター養成講座の開催を働きかけ、若い世代の認知症サポ

ーターの養成を推進し、地域ぐるみで見守る体制づくりを進めるとともに、認知症の人の

見守りを実践する認知症サポーターの人材活用や地域の関係機関とのネットワークづくり

を進めます。

また、地域包括支援センター職員や認知症介護実践リーダー研修修了者等を計画的にキ

ャラバン・メイトとして養成し、町で継続的に認知症サポーターを養成できる体制を確保

します。
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４ 介護保険制度の円滑な運営とサービスの質の向上

（１）介護保険制度の円滑運営のための仕組み

① 適正な認定調査実施体制の確保

要介護・要支援の認定調査は、法令等の定めるところにより、全国一律の基準に基づき

行われなければなりません。認定調査員の研修等を通じて、適正な認定調査を実施するた

めの体制を確保します。

② 認定審査の平準化

要介護・要支援の認定は、法令等の定めるところにより、全国一律の基準に基づき行わ

れなければなりません。介護認定審査会委員の研修等を通じて、二次判定を行う介護認定

審査会委員間の平準化を図り、適正な認定審査の体制を確保します。

③ ケアマネジメントの適正化支援

ケアプラン点検、ケアマネジャー研修（新任・現任・リーダー養成）等を通じて介護支

援専門員への支援を行い、高齢者が介護サービスや保健医療サービス、福祉サービスを適

切に利用するために欠かせない適正なケアマネジメントを推進します。

④ 給付内容の点検等

介護給付費の適正化を図るため、国保連提供情報及び医療情報との突合データを活用し

た点検、住宅改修及び福祉用具購入に係る利用者宅訪問調査、介護サービス利用者への介

護給付費通知の送付等を実施します。

⑤ 制度の普及啓発等

介護保険制度の円滑な運営に向け、町広報誌やホームページ、ガイドブック等の様々な

機会と手段を通して、介護保険の趣旨や仕組み、サービス等について広く周知を図ります。

⑥ 低所得者への配慮等

高齢化の進展等に伴う介護ニーズの増大により介護保険料の上昇が続く中、給付費の５

割の公費負担に加えて別枠で公費を投入し、低所得者の保険料軽減の割合を拡大するとと

もに、費用負担の公平化に向け、制度改正により所得や資産のある高齢者の利用者負担の

見直しを行います。

また、介護保険サービスを利用する際の利用者負担の支払が困難な方に対し、必要な資

金の無利子での貸付けを実施します。

（２）サービスの質の向上

① サービスの質の向上に向けた事業者への支援

事業者に対し、苦情や事故への対応検討と検討結果の活用について啓発を進め、町に提

出された苦情・事故報告書を点検及び確認し、事業者に対して改善に向けた指導助言を行

います。

また、介護サービス事業者の技術向上を図るため、研修講師の派遣等を行い、研修機会

の確保に努めます。

② 事業者への適切な指導・監査の実施

介護保険法に基づき、介護サービス事業者に対し、介護給付等対象サービスの取扱い、

介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを目的に実地指導、集団指導

を行います。

また、指定基準違反等の行政上の措置に該当する場合や疑いがあると認められる場合、

又は介護報酬の請求について不正若しくは著しい不当が疑われる場合には、監査を実施し

ます。
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③ 町民へのわかりやすい情報提供

保健福祉サービスが多様化・複雑化し、情報量も増えてきている中で、利用者やその家

族、地域住民等がサービスに関する情報を正しく理解し、活用できるよう、住民にとって

わかりやすい情報提供に努めます。

また、介護サービス情報公表制度や第三者評価制度など、町民がサービスを選択・利用

する際に役立つ制度を周知していきます。

④ 第三者評価の促進

第三者評価のさらなる受審を促進するとともに、評価結果に基づく事業者の主体的な改

善の取組を支援していきます。

また、結果の分かりやすい公表等により、評価をサービスの適切な選択・利用に役立て

ます。

⑤ 苦情対応の充実と介護相談員の派遣

町及び地域包括支援センターにおいて、苦情や相談に対して速やかに問題解決を図ると

ともに、サービスの質の向上に係る苦情の重要性について、町民への啓発を図ります。

また、町民の苦情申立てには、中立公正に対応します。

さらに、介護サービス事業所等へ介護相談員を定期的に派遣し、サービス提供における

問題の改善やサービスの質の向上を図ります。

（３）福祉・介護人材の確保及び育成

① 福祉人材育成・研修事業の充実

介護事業者に対して人件費及び研修費等の助成を行い、福祉人材の確保及び育成に取り

組みます。

地域包括支援センターにおいて、介護現場の実態や介護事業者の要望を踏まえ、介護の

現場で必要とされる医療知識や認知症ケア等の研修事業の充実を図ります。

② 介護サービス事業者等における人材確保・育成の支援

介護サービス事業者等における人材育成の取組を支援するため、町内で就労した人材に

対する介護資格取得費用や研修費の助成を行います。
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第６章 介護保険サービスの見込量と保険料

１ 介護保険サービスの利用状況

（１）サービス別受給者の推移

居宅サービス受給者数は、近年増加傾向を見せており、140人前後で推移するものと思わ

れます。

平成18年４月に創設された地域密着型サービスの受給者数は、町内に認知症高齢者グルー

プホームが開設された平成25年度に大きく増加し、その後は横ばい傾向となっています。

施設サービス受給者数は、ほぼ横ばいで推移してきましたが、近年、わずかに減少してい

ます。

介護保険サービス全体で受給者数の伸び率（前年比）を見ると、107％（平成26年度）、9

4％（平成27年度）、114％（平成28年度）と変動しており、今後の予測は困難ですが、被保

険者数が減少傾向であることから、大きな増加はないものと考えられます。

居宅・地域密着型・施設サービス別受給者の推移

（注）各年報の受給者数の１か月当たり平均（年間受給者数÷12か月）

○居宅サービス：訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通

所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、福祉用具貸

与、福祉用具購入、住宅改修、特定施設入居者生活介護、介護予防支援・居宅介護支援

○地域密着型サービス：定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、

認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、

地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、

複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護）

○施設サービス：介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設

（２）サービス別給付費の推移

居宅サービス費は、近年増加傾向が続いており、平成28年度では、施設サービス費をわず

かに上回っています。
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地域密着型サービス費は、需給者数と同様に平成25年度に大きく増加し、その後は横ばい

傾向となっています。

施設サービス費は、近年減少傾向にありましたが、1.5億円弱で横ばい傾向となっていま

す。

サービス全体で直近の給付費の伸び率（前年比）を見ると、104％（平成26年度）、95％

（平成274年度）、105％（平成28年度）と増減していますが、引き続き増加傾向にあるもの

と推測しています。

居宅・地域密着型・施設サービス別給付費の推移

（注）各年報による
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２ 介護保険サービスの方向性

（１）地域包括ケアシステムの構築に向けて

苫前町は、地域包括ケアを推進する観点から、在宅サービス及び地域密着型サービスを中

心にサービスを充実させます。

認知症等の専門的なケアが必要な利用者に対しても、きめ細かくそのニーズに対応できる

サービス提供体制を整えることで在宅生活の限界点を高め、地域包括ケアシステムの構築を

推進します。

（２）地域密着型サービスの充実

地域密着型サービスは各市町村が独自に整備することができる介護保険サービスであり、

本計画においては、高齢者のニーズに合わせて多様で柔軟なサービスを提供する小規模多機

能型居宅介護事業所１か所の整備を目指します。

なお、そのほかの地域密着型サービスの整備は計画しないこととしますが、「定期巡回・

随時対応型訪問介護看護」、「複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護）」及び「認知

症対応型通所介護」についてのみ、事業者の参入意向等を注視しながら、整備を誘導するこ

ととします。
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３ 地域支援事業

（１）地域支援事業の構成

要介護・要支援状態になる前からの介護予防を推進するとともに、地域における包括的・

継続的ケアマネジメントを強化する観点から、町及び地域包括支援センターが主体となって

地域支援事業を実施します。

本町の地域支援事業は、介護予防・日常生活支援総合事業、包括的支援事業及び任意事業

の３事業で構成されることとなります。

（２）地域支援事業の財源

地域支援事業の財源は、介護予防・日常生活支援総合事業については、第１号保険料、第

２号保険料及び公費で構成されますが、包括的支援事業及び任意事業については、第１号保

険料と公費とで構成されています。

地域支援事業の財源構成

介護予防・日常生活支援総合事業 包括的支援事業・任意事業

国
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（３）地域支援事業費の推計

第３章から第５章において各事業を評価・整理し、目標を設定してきました。これらの各

事業を区分ごとにまとめ、第７期の地域支援事業費について、次のように推計しました。

また、参考として、平成37年度（2025年）の推計も行っています。

地域支援事業費用額の推計 （単位：千円）

区 分 平成30年度 平成31年度 平成32年度 合 計

１ 介護予防・日常生活支援総合事業 25,849 22,283 23,175 71,307

２ 包括的支援事業・任意事業 17,228 14,851 15,447 47,526

合 計 43,077 37,134 38,622 118,833

（参考） （単位：千円）

区 分 平成37年度

１ 介護予防・日常生活支援総合事業 21,113

２ 包括的支援事業・任意事業 15,842

合 計 36,955
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４ 第１号被保険者の保険料

（１）給付と負担の関係

65歳以上の介護保険料（第１号保険料）は、市町村（保険者）ごとに決められ、額は、そ

の市町村の被保険者が利用する介護保険サービスの水準を反映した金額になります。したが

って、町の介護保険料は、介護保険事業計画期間中のサービス（給付費）の利用見込量に応

じたものになります。サービスの利用量が増加すれば保険料は上がり、利用量が減少すれば

下がることになります。

第１期に2,911円だった介護保険料〔全国平均基準額（月額）〕は、第６期には5,514円と

約1.9倍になりました。一方、苫前町の介護保険料基準額（以下「保険料基準額」という。）

は、第１期の3,190円から第６期は5,102円に上昇しました。

介護保険料基準額（月額）の推移

（２）第７期の介護保険料

① 第６期（平成27～29年度）介護保険料算定の経緯

第６期では、地域密着型サービスの充実などにより保険料算定の基となる総給付費は、

約13.2億円になりました。この総給付費（約13.2億円）から、第６期の保険料算定基礎額

が5,614円として算出されました。

この保険料算定基礎額に、介護報酬の改定、介護給付費準備基金の活用並びに地域支援

事業の充実等の影響が加味され、第６期の最終的な保険料基準額として5,102円に決まり

ました。

② 第７期介護保険サービスの見込量

第６期計画期間におけるサービス種別ごとの要介護度別の利用状況や利用者数の伸び等

を基に、第７期計画期間の各年度における介護保険サービスの必要量及び総給付費につい

て、次のように推計しました。

併せて、参考として、平成37年度（2025年）の推計も行っています。
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介護保険サービスの必要量の見込み

○介護予防サービス

単位 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度

(1) 介護予防サービス

① 介護予防訪問看護 回数 52.0 39.7 31.4 18.9 32.7

人数 9 12 14 17 15

② 介護予防福祉用具貸与 人数 26 42 55 65 55

(2) 介護予防支援 人数 35 49 60 70 60

○介護サービス

単位 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度

(1) 居宅サービス

① 訪問介護 回数 520.8 350.8 268.8 143.2 271.7

人数 35 36 36 35 36

② 訪問看護 回数 164.4 177.0 178.9 182.0 184.6

人数 28 36 39 44 41

③ 居宅療養管理指導 人数 5 5 4 4 4

④ 通所介護 回数 540.0 645.0 608.4 583.2 623.4

人数 65 81 78 77 80

⑤ 通所リハビリテーション 回数 18.4 8.9 0.0 0.0 6.1

人数 3 2 0 0 2

⑥ 短期入所生活介護 日数 102.0 117.2 75.0 73.9 103.4

人数 12 15 14 15 15

⑦ 福祉用具貸与 人数 42 56 59 64 61

⑧ 住宅改修費 人数 1 1 1 1 1

⑨ 特定施設入居者生活介護 人数 12 13 16 20 17

(2) 地域密着型サービス

① 認知症対応型共同生活介護 人数 22 18 18 18 18

② 地域密着型通所介護 回数 6.7 5.8 4.8 3.8 4.8

人数 1 1 1 1 1

(3) 施設サービス

① 介護老人福祉施設 人数 53 56 56 56 56

② 介護老人保健施設 人数 3 1 1 1 1

(4) 居宅介護支援 人数 88 95 92 96 95



- 35 -

総給付費（保険給付費）の推計 （単位：千円）

区 分 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 合 計

介護予防サービス 7,462 5,288 4,388 4,151 13,827

介護予防支援 1,809 2,567 3,144 3,666 9,377

居宅サービス 119,162 130,299 126,687 128,715 385,701

地域密着型サービス 59,359 48,978 49,153 49,172 147,303

施設サービス 155,724 156,369 156,439 156,439 469,247

居宅介護支援 13,618 15,138 14,743 15,374 45,255

合 計 357,134 358,639 354,554 357,517 1,070,710

（参考） （単位：千円）

区 分 平成37年度

介護予防サービス 5,498

介護予防支援 3,144

居宅サービス 133,862

地域密着型サービス 49,153

施設サービス 156,439

居宅介護支援 15,185

合 計 363,281

なお、第１号被保険者の介護保険給付費に対する負担率が、第７期は23％に改正されま

す。

介護保険給付費の財源構成

第６期 第７期

③ 第７期の介護保険料基準額

介護保険給付費及び地域支援事業費の推計を基に、第７期の保険料算定基礎額を5,543

円とし、さらに、介護保険給付費準備基金の活用（△631円）により、最終的な介護保険

料基準額（月額）は、4,912円となります。
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※介護保険給付費準備基金

介護保険料については、中期財政運営（３年間）を行うことにより、通常、計

画期間の初年度に剰余金が生じることが見込まれ、当該剰余金を財源として２年

度目又は３年度目の給付費に充てることとなる。その際の当該剰余金について適

切に管理する必要があるため、保険者はこの剰余金を管理するための基金を設置

するものとされている。

（３）第７期の保険料段階

第７期では、標準段階数である９段階に、次のとおり保険料を設定しました。

介護保険料率

所得段階 要 件 基準額 保険料率
年額保険料

（月額保険料）

生活保護受給者等

第１段階
又は

×0.50
29,400円

町民税世帯非課税かつ （2,456円）

年金収入＋合計所得金額が80万円以下

第２段階
町民税世帯非課税かつ

×0.75
44,200円

年金収入＋合計所得金額が120万円以下 （3,684円）

第３段階
町民税世帯非課税かつ

×0.75
44,200円

年金収入＋合計所得金額が120万円超 （3,684円）

第４段階
町民税世帯課税かつ本人非課税で 年額

×0.90
53,000円

年金収入＋合計所得金額が80万円以下 58,944円 （4,420円）

第５段階 町民税世帯課税かつ本人非課税で （月額）
×1.00

58,900円

【基準額】 年金収入＋合計所得金額が80万円超 （4,912円） （4,912円）

第６段階
町民税課税者かつ

×1.20
70,700円

合計所得金額が120万円未満 （5,894円）

第７段階
町民税課税者かつ

×1.30
76,600円

合計所得金額が200万円未満 （6,385円）

第８段階
町民税課税者かつ

×1.50
88,400円

合計所得金額が300万円未満 （7,368円）

第９段階
町民税課税者かつ

×1.70
100,200円

合計所得金額が300万円以上 (8,350円)

（注）各所得段階の年額保険料は、100円未満切捨て

なお、第６期から低所得の被保険者に対する保険料の軽減が実施されており、次のとおり

適用されることとなっています。

保険料の軽減

所得段階
平成30年度 平成31年度 平成32年度

保険料率 年額保険料 保険料率 年額保険料 保険料率 年額保険料

第１段階 ×0.45 26,500円 ×0.45 26,500円 ×0.45 26,500円



- 37 -

資 料 （添付省略）

１ 苫前町介護保険運営協議会委員名簿

２ 健康とくらしの調査（日常生活圏域ニーズ調査）報告書（平成28年10月）


